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○情報モラルとは，情報機器やインターネットを使う際のマナーや態度のこと。 

 

○個人情報とは ，住所，氏名，電話番号，生年月日，顔の画像，メールアドレス，

IDなどのこと。 

 

○プライバシーとは，ほかの人に知られたくない私生活に関する情報のこと。 

自分と同じように，ほかの人のプライバシーを保護する必要がある。 

 顔や姿に関する権利として，肖像権
しょうぞうけん

やパブリシティ権がある。 

※肖像権
しょうぞうけん

・・・自分の顔や姿を無断で写真・絵画などに写しとられたり，それを展示されたり

することを拒否する権利。 

※パブリシティ権・・・芸能人や有名人など，その人物の氏名や肖像そのものに商業的な価値

がある場合，そこに財産的価値があると見なされ，その経済的権益・

価値を本人が独占できる権利のこと。 

 

○個人
こ じ ん

情報
じょうほう

保護法
ほ ご ほ う

とは，個人情報を保護する法律のこと。 

 

◆覚えておこう！ 

・自分の個人情報はもちろん，ほかの人の情報ものせてはいけません。 

・個人の特定につながるものものせてはいけません。 

・情報はむやみに広めてはいけません。 

 

【自分で考えてみよう！】 

・SNSでできることはなんだろう？ 

※SNS・・・インターネット上で人と人の交流を楽しむサービスのこと。 

・インターネットや SNSを使うときに気をつけたいことはなんだろう？ 


